
広 島 県 訓 令 第 五 号 

本 庁  

地 方 機 関  

広 島 県 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 八 年 三 月 三 十 日 

広 島 県 知 事 横  田  美  香 

広 島 県 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 

広 島 県 決 裁 規 程 （ 昭 和 三 十 八 年 広 島 県 訓 令 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に

改 正 す る 。 

改 正 後 改 正 前 

  

別 表 第 二 （ 第 三 条 、 第 七 条 、 第 八 条 関 係 ） 

事 務
の 種

類 

事 項 知
事 

専 決 権 者 合
議

先 

合 議
が 必

要 と
な る

事 項 

文 書
等 の

審 査
が 必

要 と
な る

事 項 

副
知

事 

局
長 

課
長 

グ
ル

ー
プ

リ
ー

ダ
ー 

（ 略
） 

（ 略 ） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（ 略
） 

（ 略
） 

十 七
人 事

及 び
組 織 

（ 略 ） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（ 略
） 

（ 略
） 

６ 非 常 勤 

 の 職 員 （ 

  地 方 公 務 

員 法 （ 昭 

和 二 十 五 

年 法 律 第 

二 百 六 十 

一 号 ） 第 

二 十 二 条 

の 四 第 一 

項 に 規 定 

す る 短 時 

間 勤 務 の 

職 を 占 め 

る 職 員 を 

除 く 。 ） 

の 任 免 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（ 略
） 

（ 略
） 

（ 略
） 

（ 略 ） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（ 略
） 

（ 略
） 

 

別 表 第 二 （ 第 三 条 、 第 七 条 、 第 八 条 関 係 ） 
事 務

の 種
類 

事 項 知
事 

専 決 権 者 合
議

先 

合 議
が 必

要 と
な る

事 項 

文 書
等 の

審 査
が 必

要 と
な る

事 項 
副

知
事 

局
長 

課
長 

グ
ル

ー
プ

リ
ー

ダ
ー 

（ 略
） 

（ 略 ） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 
（

略
） 

（ 略
） 

（ 略
） 

十 七
人 事

及 び
組 織 

（ 略 ） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（ 略
） 
（ 略

） 

６ 非 常 勤 

 の 職 員 （ 

  地 方 公 務 

員 法 （ 昭 

和 二 十 五 

年 法 律 第 

二 百 六 十 

一 号 ） 第 

二 十 八 条 

の 五 第 一 

項 に 規 定 

す る 短 時 

間 勤 務 の 

職 を 占 め 

る 職 員 を 

除 く 。 ） 

の 任 免 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（ 略
） 

（ 略
） 

（ 略
） 

（ 略 ） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（ 略
） 

（ 略
） 

 



別 表 第 三 （ 第 八 条 関 係 ） 

局 課 の 
区 分 

局 長 専 決 事 項 課 長 専 決 事 項 
    

会 計 管

理 部 

契 約 ・

調 達 管 

理 課 
一 ・ 二 （ 略 ） 一― 六 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

総 務 局 総 務 課  一 （ 略 ） 

㈠ （ 略 ） 

㈡ 第 二 十 五 条 第 

二 項 の 規 定 に よ 

る 認 可 

㈢ ・ ㈣ （ 略 ） 

二 （ 略 ） 

別 表 第 三 （ 第 八 条 関 係 ） 

局 課 の 

区 分 

局 長 専 決 事 項 課 長 専 決 事 項 
    

会 計 管

理 部 

契 約 ・

調 達 管 

理 課 

一 ・ 二 （ 略 ） 一― 六 （ 略 ） 

七 職 員 の 扶 養 親 族 

 の 認 定 

八 職 員 の 住 居 手 当 、 

 通 勤 手 当 及 び 単 身 

 赴 任 手 当 に 係 る 確 

認 及 び 決 定 

九 職 員 の 児 童 手 当

及 び 子 ど も 手 当 に

係 る 受 給 資 格 及 び 

額 の 認 定 

十 地 方 税 法 （ 昭 和

二 十 五 年 法 律 第 二

百 二 十 六 号 ） 第 三

百 十 七 条 の 六 の 規

定 に よ る 給 与 支 払 

報 告 書 等 の 提 出 

十 一 所 得 税 法 （ 昭

和 四 十 年 法 律 第 三

十 三 号 ） 第 二 百 二

十 六 条 の 規 定 に よ

る 源 泉 徴 収 票 の 提

出 

十 二 電 子 計 算 組 織

に よ り 集 中 処 理 す

る 電 気 料 金 及 び 電

話 料 金 に 係 る 支 出

命 令 

十 三 所 得 税 及 び 住

民 税 に 係 る 歳 入 歳

出 外 現 金 の 出 納 通 

知 

十 四 旅 費 シ ス テ ム

に よ り 処 理 す る 切 

    符 等 に 係 る 収 入 の

通 知 及 び 支 出 命 令 

十 五 非 常 勤 の 職 員

の 通 勤 費 の 認 定 及 

び 決 定 

十 六 派 遣 職 員 の 時

間 外 勤 務 手 当 及 び

通 勤 手 当 に 係 る 収

入 の 通 知 及 び 支 出

命 令 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

総 務 局 総 務 課  一 （ 略 ） 

㈠ （ 略 ） 

 

 

 

㈡ ・ ㈢ （ 略 ） 

二 （ 略 ） 



   三 公 益 信 託 に 関 す

る 法 律 （ 令 和 六 年

法 律 第 三 十 号 ） に

基 づ く 知 事 の 権 限

の う ち 、 次 に 掲 げ

る も の 

㈠ 第 八 条 （ 第 十 

二 条 第 六 項 及 び 

第 二 十 二 条 第 七 

項 に お い て 準 用 

す る 場 合 を 含 む 。 

） の 規 定 に よ る 
認 可 

㈡ 第 三 十 条 第 一 

項 及 び 第 二 項 の 

規 定 に よ る 公 益 

信 託 認 可 の 取 消 

し 

㈢ 第 三 十 八 条 に 

お い て 準 用 す る 

第 三 十 四 条 の 規 

定 に よ る 合 議 制 

の 機 関 へ の 諮 問 

㈣ 附 則 第 七 条 の 

規 定 に よ る 移 行 

認 可 

四― 十 一 （ 略 ） 

 人 事 課  一― 十 五 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

十 六 （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

十 七 （ 略 ） 

 行 政 管

理 課 

 一 地 方 機 関 に お け

る 決 裁 規 程 の 準 則

の 決 定 

二 地 方 機 関 に お け

る 決 裁 規 程 の 承 認 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三― 十 （ 略 ） 

 人 事 課  一― 十 五 （ 略 ） 
十 六 地 方 機 関 に お

け る 決 裁 規 程 の 準

則 の 決 定 

十 七 地 方 機 関 に お

け る 決 裁 規 程 の 承

認 

十 八 （ 略 ） 

十 九 電 子 計 算 組 織 

に よ り 処 理 す る 職

員 の 給 与 、 児 童 手

当 及 び 子 ど も 手 当

に 係 る 収 入 の 通 知

及 び 支 出 命 令 

二 十 職 員 の 退 職 手 

当 の 額 の 決 定 並 び

に 当 該 退 職 手 当 に 

   係 る 収 入 の 通 知 及

び 支 出 命 令 

二 十 一 退 職 票 及 び 

失 業 者 退 職 手 当 受

給 資 格 証 の 交 付 

二 十 二 （ 略 ） 

    

 

 

 

 



 職 員 給 

与 課 

 一 職 員 の 扶 養 親 族

の 認 定 

二 職 員 の 住 居 手 当 、 

 通 勤 手 当 及 び 単 身 

 赴 任 手 当 に 係 る 確 

認 及 び 決 定 

三 職 員 の 児 童 手 当 

に 係 る 収 入 の 通 知 、 

支 出 命 令 、 受 給 資 

格 及 び 額 の 認 定 

四 地 方 税 法 （ 昭 和

二 十 五 年 法 律 第 二

百 二 十 六 号 ） 第 三

百 十 七 条 の 六 の 規

定 に よ る 給 与 支 払

報 告 書 等 の 提 出 

五 所 得 税 法 （ 昭 和 

 四 十 年 法 律 第 三 十

三 号 ） 第 二 百 二 十

六 条 の 規 定 に よ る

源 泉 徴 収 票 の 提 出 

六 電 子 計 算 組 織 に

よ り 集 中 処 理 す る

電 気 料 金 及 び 電 話

料 金 に 係 る 支 出 命

令 

七 所 得 税 及 び 住 民 

   税 に 係 る 歳 入 歳 出 

外 現 金 の 出 納 通 知 

八 旅 費 シ ス テ ム に

よ り 処 理 す る 切 符

等 に 係 る 収 入 の 通

知 及 び 支 出 命 令 

九 非 常 勤 の 職 員 の

通 勤 費 の 確 認 及 び

決 定 

十 派 遣 職 員 の 時 間

外 勤 務 手 当 及 び 通

勤 手 当 に 係 る 収 入

の 通 知 及 び 支 出 命

令 

十 一 職 員 の 退 職 手

当 の 額 の 決 定 並 び

に 当 該 退 職 手 当 に

係 る 収 入 の 通 知 及

び 支 出 命 令 

十 二 退 職 票 及 び 失

業 者 退 職 手 当 受 給

資 格 証 の 交 付 

 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

健 康 福 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

祉 局 

 

 

食 品 生

活 衛 生 

課 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

健 康 福 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

祉 局 

 

 

食 品 生

活 衛 生 

課 

 一 旅 館 業 法 （ 昭 和

二 十 三 年 法 律 第 百

三 十 八 号 ） に 基 づ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一― 三 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

四 ・ 五 （ 略 ） 

医 療 政 

策 課 

 

（ 略 ） （ 略 ） 

医 療 保

険 課 

 

（ 略 ） （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

土 木 建

築 局 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

建 築 課 一 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

    く 知 事 の 権 限 の う

ち 、 次 に 掲 げ る も

の 

  ㈠  第 三 条 第 四 項

（ 第 三 条 の 二 第

二 項 及 び 第 三 条

の 三 第 三 項 に お

い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の

規 定 に よ る 意 見

の 聴 取 

㈡ 第 八 条 の 二 の

規 定 に よ る 国 立

大 学 の 学 長 等 か

ら の 意 見 の 受 理 

二― 四 （ 略 ） 

五 理 容 師 法 施 行 規

則 （ 平 成 十 年 厚 生

省 令 第 四 号 ） 第 七

条 第 三 項 の 規 定 に

よ り 提 出 さ れ た 免

許 証 又 は 免 許 証 明

書 の 受 領 

六 美 容 師 法 施 行 規

則 （ 平 成 十 年 厚 生

省 令 第 七 号 ） 第 七

条 第 三 項 の 規 定 に

よ り 提 出 さ れ た 免

許 証 又 は 免 許 証 明

書 の 受 領 

   七 ・ 八 （ 略 ） 

医 療 介

護 基 盤 

課 

（ 略 ） （ 略 ） 

医 療 介

護 保 険 

課 

（ 略 ） （ 略 ） 

 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

土 木 建

築 局 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

建 築 課 一 （ 略 ） 

二 独 立 行 政 法

人 住 宅 金 融 支

援 機 構 法 （ 平

成 十 七 年 法 律

第 八 十 二 号 ）

第 十 六 条 第 一

項 及 び 附 則 第

七 条 第 六 項 の

規 定 に よ る 委

託 契 約 の 更 新 

一 独 立 行 政 法 人 住

宅 金 融 支 援 機 構 法

第 十 六 条 第 一 項 及

び 附 則 第 七 条 第 六

項 の 業 務 委 託 契 約

に よ る 工 事 の 審 査 

   

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

  

附 則  



 こ の 訓 令 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 


